
◆早期経営改善計画とは

企業の経営環境が厳しさを増す中、売上げの低迷や資金

繰りの悪化に直面する前に手を打つことが求められていま

す。そのための有効な手段が「早期経営改善計画」です。

この制度は、国が認定する専門家のサポートを受けながら、

自社のビジネスモデルや資金繰り計画を整理し、持続的な

経営改善を図ることを目的としています。金融機関との対

話を円滑に進め、経営の健全化を促すための重要なステッ

プとなります。

◆制度を活用するメリット

早期経営改善計画の大きな魅力は、専門家の支援を受け

ながら計画を策定できる点です。通常、こうしたコンサル

ティングには費用がかかりますが、本制度を利用すれば、

その費用の2/3（上限15万円）が補助されるため、負担を

抑えながら取り組むことが可能です。さらに、経営状況を

整理し、資金繰りの見直しを行うことで、金融機関との信

頼関係を強化することもできます。

◆実際の活用方法

まず、認定支援機関と相談し、自社の経営課題を整理し

ます。その上で、ビジネスモデルの現状を可視化し、具体

的なアクションプランと資金繰り計画を策定。計画策定後

も専門家が伴走支援を行い、計画の進捗状況を確認しなが

ら必要な調整を行います。こうした継続的なフォローアッ

プにより、策定した計画が実効性のあるものとなり、経営

改善につながるのです。

◆成功事例の紹介

例えば、ある運送業のＡ社では、この制度を活用し、取

引先ごとの利益率を分析しました。その結果、利益率の高

い取引先を明確にし、重点的に対応することで収益の向上

を図ることができました。また、資金繰り計画を作成した

ことで、経営状況を数値で把握しやすくなり、金融機関と

の交渉もスムーズに進むようになりました。更に、後継者

が財務管理の手法を学ぶ機会にもなり、経営の安定化に大

きく貢献しました。

◆最新の動向と今後の展望

2024年11月に閣議決定された「国民の安心・安全と持

続的な成長に向けた総合経済対策」により、本制度の取扱

期間が2028年1月まで延長されました。自社の経営を立

て直し、持続的な成長を実現するため、この機会に早期経

営改善計画の策定を検討してみてはいかがでしょうか。

記事提供元：ゆりかご倶楽部「税務会計トピックス」
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6月10日
●5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例
を受けている者の住民税の特別徴収税額
（前年12月～当年5月分）の納付
6月16日
●所得税の予定納税額の通知
6月30日
●4月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費
税・法人事業税・（法人事業所税）・法人住民税＞
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に
係る確定申告＜消費税・地方消費税＞
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
＜消費税・地方消費税＞

●10月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費
税・法人事業税・法人住民税＞(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人
の3月ごとの中間申告＜消費税・地方消費税＞
●消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除
く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告（2月決算法人は
2ヶ月分）＜消費税・地方消費税＞
●国外財産調書・財産債務調書の提出

○個人の道府県民税及び市町村民税の納付（第１期分）
（6月、8月、10月及び1月中（均等割のみを課する場合に
あっては6月中）において市町村の条例で定める日）

おススメ書籍のご紹介

ドラえもんの秘密道具「アンキパン」に憧れた人は多
いのではないか。アンキパンは本をパンに写しとって食
べると丸暗記できるという夢のアイテムだ。アンキパン
は無理にせよ、テクノロジーは発達したというのに人間
の頭の容量は変わらず、むしろインターネットや生成AI
に頼れるようになった今、理解力や記憶力が落ちている
と思うこともしばしば。生まれながらにして高い能力を
備えている人をうらやましく思ってしまう。

ところが本書では、“理解力や記憶力はやり方次第で
後天的に高められる”という嬉しい事実が、根拠となる
論文や研究を明示して次々と明かされる。情報が絶え間
なく更新される現代、一番ほしい能力の一つであるイン
プット力を飛躍的に向上させる方法を、スタンフォード
大学・オンラインハイスクール校長である星友啓氏がテ
ンポよく解説してくれるのだ。各所にポイントのまとめ
と読者の共感を呼ぶショートストーリーがあり、頭に入
りやすい構成になっているのも、教育者ならではのアプ
ローチだろう。

＜＜詳細が気になった方、もっと知りたい方は
flier「フライヤー」をご利用ください＞＞

2019年6月の税務

書籍要約サービス「フライヤー」の
詳細・お申込みはこちら

2025年6月の税務

2025年5月の税務

5月12日
●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
5月15日
●特別農業所得者の承認申請
6月2日
●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
●3月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費
税・法人事業税・（法人事業所税）・法人住民税＞
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごと
の期間短縮に係る確定申告＜消費税・地方消費税＞
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
＜消費税・地方消費税＞
●9月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費
税・法人事業税・法人住民税＞（半期分）

●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法
人・個人事業者の3月ごとの中間申告
＜消費税・地方消費税＞
●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除
く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告（1月決算法人は
2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分）＜消費税・地方消費税＞
●確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付

○自動車税（種別割）の納付（5月中において都道府県の
条例で定める日）
○鉱区税の納付（5月中において都道府県の条例で定める
日）
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